
• 令和6年（2024年）4月1日から建設業に時間外労働の上限規制が適用されます。

• それに伴い、時間外労働・休日労働に関する協定届（以下、「36協定」という。）の

様式が新しくなります。

• 協定の有効期間が令和6年4月1日以降から始まる36協定については、下記2のフロー

チャートに従い、新しい様式の36協定で届け出る必要があります。

• なお、協定の有効期間が令和6年3月31日までに始まる36協定については、現行の36

協定（様式第9号の4）で届け出ることができます。

有効期間が令和6年（2024年）4月1日以降に始まる場

合は、現行の36協定（様式9号の4）で届け出ることが

できません。

（例1）有効期間が令和6年4月1日から1年間

→新しい様式で届出

（例2）有効期間が令和6年3月21日から1年間

→現行の36協定（様式第9号の4）で届出可

建設業の皆様へ

36協定の様式が新しくなります

１．令和6年（2024年）4月1日からの36協定について

２．令和6年（2024年）4月1日以降の建設の事業における
36協定のフローチャート

災害時の
復旧･復興の対応が
見込まれるか？

見込まれる

見込まれない月45時間超の
時間外・休日労働
が見込まれるか？

現行の36協定届（様式９号の４）からの
変更点

• 原則として時間外労働を１か月45時間、
１年360時間以内で協定することが必要

• 災害時の復旧・復興の事業を除き、時
間外・休日労働の合計が以下を満たす
ことを協定することが必要
✔月100H未満 ✔２～６か月平均80H

以内
• １か月45時間を超えて時間外・休日労
働をさせることがあるとして特別条項
を設ける場合、特別延長できる回数を
年６回までで協定することが必要

一般条項として
・時間外・休日労働をさせることができる
場合

・その場合の労働者の範囲や人数
・１日／１か月／１年の時間外労働時間数
の限度 等

特別条項として
・月45時間を超える場合における
１か月の時間外・休日労働時間数
／１年の時間外労働時間数

・月45時間を超えることができる回数
（６回まで） 等

特別条項として
・災害時の復旧・復興の事業に従事する
場合における１か月の時間外・休日労
働時間数／１年の時間外労働時間数

・月45時間を超えることができる回数
（６回まで） 等

様式９号の３の３

様式９号
様式９号の３の２
※様式９号の３の２は災害時の復
旧・復興の対応が見込まれる場合

様式９号の２

見込まれない

見込まれる

現行の36協定
（様式第9号の4）

〈協定事項〉

さぶろく



• 1年単位の変形労働時間制を採用している事業場は、「対象期間中の総労働日数」にご留意
ください。

• 令和6年（2024年）はうるう年です。
• 前回提出した協定届と同じ日数を記載すると、誤った日数を記載するおそれがあります。
• 「対象期間中の総労働日数」を改めてご確認の上、記載をお願いします。

〔対象期間中の総労働日数の計算〕
（例1）
対象期間が令和6年1月1日から1年間の場合
→ 366日 ー 年間の休日日数

（例2）
対象期間が令和6年4月1日から1年間の場合
→ 365日 ー 年間の休日日数

法第139条第１項の「災害時における復旧及び復興の事業」とは、災害により被害を受けた
工作物の復旧及び復興を目的として発注を受けた建設の事業をいい、工事の名称等にかかわら
ず、特定の災害による被害を受けた道路や鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路の建設などの
復旧及び復興の事業が対象となります。
例えば、

・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）の適用を受ける災害復旧
事業（関連事業等を含む。）
・国や地方自治体と締結した災害協定（事業者団体が締結当事者である等、 建設事業者が災
害協定の締結当事者になっていない場合も含む。以下同じ。）に基づく災害の復旧の事業
・維持管理契約内で発注者（民間発注者も含む。以下同じ。）の指示により対応する災害の復
旧の事業
・複数年にわたって行う復興の事業等
等が対象となります。

小出労働基準監督署
（R5.12）

３．災害時における復旧及び復興の事業とは？

４．1年単位の変形労働時間制にもご留意ください

５．36協定の様式はこちらからダウンロードできます

様式第9号（限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合）

様式第9号の2（限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合）

様式第9号の3の2（災害時における復旧及び復興の事業が見込まれ、限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合）

様式第9号の3の3（災害時における復旧及び復興の事業が見込まれ、限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合）

様式第9号の4（現行の様式）

厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー （労働基準法等関係主要様式）
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/new_youshiki09.docx
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/new_youshiki09_tokubetu.docx
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080055.docx
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001163800.docx
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/new_youshiki09_04.docx
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html


様式第9号

５．三六協定の記載例

様式第9号の2（2枚目）
※1枚目は様式第9号に準じてご記載ください。



様式第9号の3の2

様式第9号の3の3（2枚目）
※1枚目は様式第9号の3の2に準じてご記載
ください。


